
 

令和５年度事業計画 及び収支予算 
 

Ⅰ 令和５年度事業計画 

  日本林業技士会は、設立後４２年の間林業技士業務の発展を図るととも

に、会員の技術力の発揮により森林の保全と林業の振興に寄与してきました。

近年においては、２０２０年２月に端を発した新型コロナ禍は、三年を経て

漸く収束に向かいつつあり、それに伴い経済活動も正常化しつつあるようで

す。一方で、ロシアのウクライナ侵攻に伴う、エネルギーや食糧その生産手

段の需給構造の変化等に伴い、諸物価の高騰を招いている状況です。アメリ

カの景気対策やロシアを取り巻く状況で林業・林産業界でも、ウッドショッ

クをはじめ大きな変動に見舞われました。また地球温暖化による気象現象は

以前より激しくあらわれるようになってきております。我が国の森林・林業

は造成・成熟した人工林の本格的利用で、国産材生産や木材需給率は上昇し、

森林資源を活かした林業の活性化と山村の再生が重要な課題となっています。

また、気象災害の激化等から森林の公益的機能に対する期待がますます高ま

っており、木材利用の促進による、脱炭素社会の実現を図るとともに、台風、

豪雨に備える森林整備と山地災害の未然防止策の推進を図ることが重要とな

っています。 

  令和５年度においても、このような国際情勢や森林・林業を取り巻く情

勢を踏まえた森林整備等の新たな施策の展開に向けて、技術者たる林業技

士の果たす役割及び期待はこれまで以上に大きくなることが見込まれてい

ます。 

日本林業技士会としては、会員林業技士がこのような森林整備等の新た

な施策の展開に対して的確に応えられるよう、さらには市町村へ技術的支

援を行う「地域林政アドバイザー制度」への要請に対しても積極的に取組

んでいくために、会員の知識・資質等の継続的向上を支援していく役割を

果たしていきたいと考えています。 

このため、令和５年度における事業計画では、これまでと同様、関係機

関への林業技士資格の活用の要請や各種情報の適時・適切な発信等を通じ

た支部及び会員へのサポート、支援を中心として、次の各事業を実施しま

す。 

 

１ 林業技士資格の有効活用の推進  

    国及び地方公共団体が実施する森林整備事業や林道・治山事業等に当たり、

事業を実施する企業・団体に「林業技士」資格者の在籍確認を求める規

程・通達等を広めるべく、各支部との連携を深めながら関係機関への要請

に努めます。 

  また、国、都道府県へ林業技士会ニュース及び会員名簿の配布を通じて林業

技士の積極的な活用の要請を行うほか、支部総会出席時等をとらえ可能な限り



道府県へ林業技士活用の要請を行います。 

 

２ 会員の技術力等向上に向けた機関誌の発行及びメール情報の配信等  

  会報「林業技士会ニュース」は、会員の技術力等の向上に資するため、各

分野の先端技術等の紹介を中心に、森林・林業・木材産業を取り巻く情勢

等について、編集会議の開催を通じて掲載する内容を精査の上、会員の自

己研さんに資するよう質量ともに充実に努めて発行します。 

 また、メールによる情報配信については、会員のメール登録を進めると

ともに、その時々の森林・林業等に関する情報を適時的確に各支部、メー

ルアドレス登録会員及び地方の賛助会員へダイレクトに配信することとし

ます。 

 

３ ＣＰＤ制度への対応                                         

      森林分野ＣＰＤ（技術者継続教育）の役割は、益々重要視されている 

状況にある。このため、登録窓口の一つである日本林業技士会として  は、

引き続きＣＰＤ制度の普及・定着に努めることとし、①ＣＰＤ個人 

会員の加入・登録、②各支部における講演会、セミナー、現地研修会等 

をＣＰＤプログラムの認定登録とするとともにＣＰＤ行事実施機関が 

主催する公開プログラムの周知等を行います。 

 

４ ホームページの内容充実 

    日本林業技士会ホ－ムペ－ジ(http://www.gishikai.jp/)については、令

和２年度にリニューアルを行い、その後も適時に内容の充実、新たな情報

等を幅広く捉え必要な更新に努めるとともに、各支部の情報等についても、

積極的に公開していくこととします。 

 

５ 会員の加入促進 

    会員の加入促進のため、令和５年度資格取得者で日本林業技士会未加 

入者へのDM勧誘等を行い、会員の増加に努めます。 

 また、本部会員、支部会員の同時加入を図るとともに、支部においても

積極的に会員の加入活動を実施します。 

 

６ 「地域林政アドバイザー制度」への協力  

  林野庁からの地域林政アドバイザー制度への協力要請については、会員

の所属する企業・団体及び会員に対して周知し、本制度の円滑な実施に協

力します。 

 

７ 支部活動への支援と新規支部設立 

各支部への情報提供、支部総会等への本部役員の出席を実施するほか、引

き続き支部活動の推進に資するため、一定基準に基づく「支部交付金」を



交付し、活動を支援するとともに、支部が開催する一定条件を満たす講演

会・セミナー等に「支部活動推進助成金」の交付を行います。   

 

８ 他団体との協調・連携強化  

    （一社）日本林業協会、（一社）日本森林技術協会：林業技士事務局、

（一社）森林技術コンサルタンツ協議会、（公社）森林・自然環境技術者

教育研究センター（JAFEE）、（一社）日本樹木医会、（一社）全国林業

改良普及協会及び（一社）全国森林レクリエーション協会等との情報連携

等に努め、会員サポートの向上に繋げることとします。 

 

９ その他 

  令和５年度版日本林業技士会会員の名簿を個人情報の保護に留意しつつ作成

し、林野庁本庁各課室や出先機関、都道府県林務部局へ配布し、林業技士の活

用要請を行います。 

 

 

Ⅱ  令和5年度収支予算 

 



 


